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本件は、営造物の管理瑕疵に係る損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により専決処分した

ので、同条第２項の規定により、議会に報告するものであります。 

 

 

 

報 告 第 ３ 号 

登米市地域経済牽引事業の促進を図るべき区域における固定資産

税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例に係る専決処分

の報告について  

  

 本件は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律第26条の地方公共団体等を定める省令（平成19年総務省令第94号）の一部改正

が令和３年４月１日から施行されたことに伴う本条例の一部改正について、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により専決処分したので、同

条第２項の規定により、議会に報告するものであります。（新旧対照表７ページ） 

 

 

 

報 告 第 ４ 号 
登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関す

る条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告について  

  

 本件は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被

保険者等の一部負担金及び保険料（税）の免除措置等に対する財政支援の延長に

ついて発出された事務連絡（令和３年２月18日付け厚生労働省保険局保険課・国

民健康保険課・高齢者医療課・医療課・医療課・医療介護連携政策課医療費適正

化対策推進室、総務省自治税務局市町村税課事務連絡）に伴い、国民健康保険税

の減免の見直しに関する本条例の一部改正について、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第180条第1項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により、

議会に報告するものであります。          （新旧対照表８ページ） 

 

 

 

 

報 告 第 ２ 号 
損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告につい

て 
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報 告 第 ５ 号 
登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告について  

  

本件は、東日本大震災復興特別区域法第 43 条の地方税の課税免除又は不均一課

税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成 23 年総務省令第 168 号）の

一部改正が令和３年４月１日から施行されたことに伴う本条例の一部改正につい

て、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により専決処分

したので、同条第２項の規定により、議会に報告するものであります。 

          （新旧対照表９ページ） 

 

 

 

議案第 49 号 令和３年度登米市一般会計補正予算（第３号） 

 

本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ6,510万円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ433億3,588万円とするものであります。 

その内容として、歳出では、新型コロナウイルス感染症対策関連事業費として、

ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業6,510万円を増額し、こ

の財源として国庫支出金6,510万円を増額して計上しております。 

 

 

 

議案第 50 号 
登米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について  

  

 本案は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令」（令和３年厚生労働省令第９号）の公布により、「指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成18年厚生労働省令

第34号）が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。                        

（新旧対照表10ページ） 
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議案第 51 号 

登米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について  

  

本案は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令」（令和３年厚生労働省令第９号）の公布により、「指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」（平成18

年厚生労働省令第36号）が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するもの

であります。                    （新旧対照表52ページ） 

 

 

 

議案第 52 号 

登米市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例について  

 

本案は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令」（令和３年厚生労働省令第９号）の公布により、「指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号）」が改正され

たことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。（新旧対照表70ページ） 

 

 

 

議案第 53 号 
登米市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例について  

  

本案は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令」（令和３年厚生労働省令第９号）の公布により、「指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」（平成11年厚生労働省令第38号）が

改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

                        （新旧対照表 75 ページ） 
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議案第 54 号 工事請負契約の締結について  

  

本案は、道の駅津山・もくもくランド再生可能エネルギー設備導入事業に係る

工事請負契約を締結するにあたり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第

１項第５号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成17年登米市条例第73号）第２条の規定により、議会の議決を求める

ものであります。 

 






















































































































































